
札幌市コンベンションシャトルバス助成金

助成金について

札幌市内においてコンベンションを開催する際に会場、宿泊施設、駅を
結ぶシャトルバス を運行する場合、コンベンション主催者に対しバス借
上げ費の一部（上限50万円）を助成します。

※本助成金制度におけるシャトルバスとは、乗車人数が20名（正席）以上のものを指します。

※

シャトルバス借上げ費総額の
50%以内で、最大50万円。

ABOUT

助成対象コンベンション 助成対象となるシャトルバスの運行区間

コンベンション開催予定日の30日前（土日祝日含む）までに、下記の書類を

添えて、所定の交付申請書をご提出ください。

助成金はコンベンション終了後にお支払いいたします。
● コンベンションの事業計画書

● コンベンションの収支予算書

● シャトルバス借上費に係る見積書

● シャトルバスの運行区間とスケジュール表

TERMS &
CONDITIONS

助成額

SUBSIDY
AMOUNT 申請方法

APPLICATION PROCESS

APPLICABLE
ROUTES

札幌市内で開催されるコンベ
ンションであること。1

現地参加者総数が 1,000名
以上で、道外参加者の割合が
50%以上であること。

2

営利を目的としないものであ
ること。3

政治または宗教活動を目的と
しないものであること。4

コンベンション会場である施
設間を結ぶ区間1

市内宿泊施設とコンベン
ション会場を結ぶ区間2

市内の交通施設（新千歳空港
を含む）とコンベンション会
場または宿泊施設を結ぶ区間

3
コンベンション会場または
宿泊施設等と視察先を結
ぶ区間

4現地参加者

1000名以上

道外参加者

50%以上
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上限

50万円
対象経費の

50%以内


